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入 札 公 告 

(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く)) 

 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

なお、本業務に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る平成２２年度本予算が成立し、予算示

達がなされることを条件とするものです。 

また、本業務における競争参加資格を要している参加可能企業数は、約７５０社以上であることが

見込まれます。 

 

 平成２２年１月１９日 

      分任支出負担行為担当官 

    九州地方整備局 大分河川国道事務所長 谷村 昌史 

 

１．業務概要 

（１）業務名 平成２２年度 大分河川国道事務所管内積算技術業務（電子入札対象案件） 

（２）業務目的 

本業務は、大分河川国道事務所において適切な工事の発注を確保すると共に、必要な設計図

書及び積算関連資料の作成等を目的とする。 

（３）業務内容 

本業務は、公共工事の発注のための積算を行なうにあたり必要となる施工方法の検討や特記

仕様書（案）等の作成を行うものである。 

    なお、本業務を実施するにあたっては、公共工事に関する専門的な技術力を駆使して、現場

の状況を的確に把握し、現場環境に合った施工方法等を検討する必要がある。また、発注者の

要請に対して的確かつ迅速に対応するとともに、工事の進捗状況に応じた臨機な対応や不測の

事態に対して即応できることが求められる。更に、法令遵守や厳格な守秘義務の確保が求めら

れるものである。 

    業務内容は、以下のとおりである。 

1)施工方法に関する検討 

     工事の種類や現場環境を十分踏まえた上で施工方法等の検討を行い、現場状況に最も適し

た提案を行うものである。提案を行うにあたっては、設計指針及び設計基準等を適切に活

用するとともに、発注者と十分な調整を行いながら随時見直しを行うものとする。 

なお、主な検討項目は以下のとおりである。 

     ①施工機械の組み合わせ等の施工方法の検討 

     ②仮（架）設計画の検討 

     ③仮（架）設日数の検討 
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     ④土砂掘削、土砂の流用、仮置き、残土処理計画等の検討 

     ⑤工程計画の検討 

     ⑥現地調査を踏まえた交通誘導員の配置等安全対策の検討 

  2)現地の調査 

   工事の種類や現場環境に即した工事の積算を実施するために、積算に必要となる施工場所

及びその周辺の状況を調査し、整理・分析のうえ取りまとめる。 

なお、主な調査項目は以下のとおりである。 

       ①周辺構造物（建物・橋梁・路上施設等の地上構造物等） 

       ②地下埋設物（ガス、上下水道、電力及び通信ケーブル等の地下埋設物） 

       ③周辺環境（土質状況、地下水の状況等） 

3)特記仕様書（案）の検討 

     工事の種類、現場環境を踏まえ、設定した施工方法等を、現場において施工するにあたり

必要となる諸条件等を明示した特記仕様書（案）を作成する。なお、作成にあたっては関

係する設計基準、設計指針等に照らし合わせ行うものとする。 

4)図面及び数量計算書の策定 

     設計基準等の諸基準に基づき、工事設計図書として必要となる工事発注図面、工事数量総

括表（数量計算書）を作成する。なお、工事数量総括表（数量計算書）は積算基準書に基

づく工事工種体系にそって、作成するものとする。 

5)機労材に関する検討  

     積算において用いる機労材について、工事の種類や現場環境等を踏まえ検討する。なお、

主な検討項目は以下のとおりである。 

       ①使用材料の単価設定 

       物価資料等による使用材料の単価設定を行うこととする。 

なお、物価資料等に記載のない資材については、見積もりを行うための資料として名

称・仕様・規格及び数量の整理を実施することとする。 

       ②積算入力条件の設定 

土木工事標準積算基準書等に基づく積算入力条件の設定を行うこととする。  

       なお、標準歩掛適用外工種については、歩掛見積もりを行うための 資料整理を実施す

ることとする。 

  6)積算データ及び積算書（素案）の分析・整理 

     上記、2)～5)により土木工事標準積算基準書に基づき積算データの分析・整理を行う。 

また、積算データを基に土木工事標準積算基準書等の積算基準を用い、積算書（素案）を

策定する。なお、これらの内容についての妥当性の確認も行うものとする。 

 （４）本業務において技術提案を求める評価テーマは、以下に示す事項とする。 

①現場環境の把握手法及び、経済性・安全性を踏まえた適切な施工のための提案について 

②違算防止のための提案について 
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（５）履行期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

   ただし、業務開始日は平成２２年４月６日とするが、平成２２年４月１日から平成２２

年４月６日までの間に開始可能となった場合は、協議するものとする。 

（６）本業務は、入札前に業務計画等に関する技術資料を受け付け、価格以外の要素と入札価

格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。 

（７）本業務は提出資料、入札を電子入札システムで行う対象業務である。なお、例外的に電

子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り、紙入札方式に代

えるものとする。 

（８）本業務は「低価格受注業務がある場合における予定管理技術者の手持ち業務量の制限等」の

試行業務である。 

 

２．競争参加資格 

（１）競争参加資格確認申請書の提出者に要求される資格 

   １）単体企業 

    ①予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第 70 条及び第 71 条の規定に該当

しない者であること。 

   ②九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における平成２１・２２年度土木関係建設コン

サルタント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること。（５．

（１１）参照） 

   ③九州地方整備局長から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

  ④警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずるものと

して、国土交通省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこ

と。 

⑤入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。    

   1)資本関係 

    以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社または子会社の一方が

更生会社または更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

     (1)親会社と子会社の関係にある場合 

     (2)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

   2)人的関係 

    以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし(1)については、会社の一方が更

生会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

     (1)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

     (2)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

   3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

    その他上記 1)又は 2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場
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合。 

   ２）設計共同体 

２．（１）１）①～④に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体で

あって、「競争参加者の資格に関する公示」（平成２２年１月１９日付け九州地方整備

局長）に示すところにより、九州地方整備局長から平成２２年度大分河川国道事務所管内

積算技術業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格（以下「設計共同体としての資

格」という。）の認定を受けているものであること。 

なお、「１．（３）業務内容」の１）～６）の業務区分をさらに分割して業務の分担

を行う業務形態を予定している場合は、設計共同体としての競争参加者の資格は認定さ

れない。 

また、設計共同体を構成する者とこの入札に参加しようとする他の者の間に以下の基

準のいずれかに該当する関係がないこと。     

   1)資本関係 

    以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社または子会社の一方が

更生会社または更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

     (1)親会社と子会社の関係にある場合 

     (2)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

   2)人的関係 

    以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし(1)については、会社の一方が更

生会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

     (1)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

     (2)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

   3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

    その他上記1)又は 2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる

場合。 

 

（２）競争参加資格確認申請書の提出者に関する要件 

      １）中立公平性に関する要件  

    ・本業務の履行期間中に工期がある当該事務所発注工事に参加している者及びその発     

注工事に参加している者と資本面・人事面で関係がある者は、本業務の入札に参加     

できない。 

・発注工事に参加とは、当該工事を受注していること、当該工事の下請けをしている

ことをいう。 

    ・資本面・人事面で関係があるとは、次の 1)又は 2)に該当するものをいう。 

     1)一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、

又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている場合。 
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     2)一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている

場合。 

   ２）業務実施体制に関する要件 

    ・競争参加資格確認申請書を提出する者は、九州地方整備局管内に業務拠点     

(予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ）を有するものであること。 

    ・業務の主たる部分を再委託するものでないこと。 

・業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。 

   ３）業務実績に関する要件 

    ・競争参加資格確認申請書を提出する者は、平成１２年度以降に完了した以下に示す

業務（平成２１年度完了予定も対象に含む）において、１件以上の実績を有するこ

と。 

設計共同体の場合は、全ての構成員が平成１２年度以降に完了した以下に示す業

務（平成２１年度完了予定も対象に含む）において、１件以上の実績を有すること。 

      なお、実績として挙げた業務の業務成績が６０点以上であること。ただし、評定通知

を受けていないため業務成績を評価できない場合、又は「地方整備局委託業務等成績評

定要領」（平成１４年９月５日付け国官技第１４２号）に基づく業務以外の場合は、こ

の限りではない。 

      また、他の機関等が受注した業務に技術者を出向又は派遣させた実績は認めない。 

 

      業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社等、公益法人、又は大規模な土

木工事を行う公益民間企業が発注した発注者支援業務、公物管理業務(河川又は道

路)、ＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務(河川又は道路)、

調査検討・計画策定業務(河川又は道路)、管理施設調査・運用・点検業務(河川又は

道路)、測量業務、地質調査業務。 

 

（３）配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。 

   １）配置予定管理技術者の資格等 

    以下のいずれかの資格等を有するもの 

 ・技術士（総合技術監理部門（建設）又は建設部門） 

・土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者又は土木学会１級技術者 

・１級土木施工管理技士 

・ ＲＣＣＭ（シビルコンサルティングマネージャー）またはＲＣＣＭと同等の能力を有

する者(技術士部門と同様の部門に限る） 

・（社）全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者（Ⅰ）または公共工事品質確保 

技術者（Ⅱ） 

・公共工事品質確保技術者資格認定委員会委員長が認定したⅠ種公共工事品質確保技術者
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またはⅡ種公共工事品質確保技術者、その他これに準ずると発注者が認める者 

   ２）配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績 

    配置予定管理技術者は、平成１２年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務（平

成２１年度完了予定も対象に含む）において、１件以上の実績を有すること。 

    なお、実績として挙げた業務の業務成績が６０点以上であること。ただし、評定通知を受

けていないため業務成績を評価できない場合、又は「地方整備局委託業務等成績評定要領」

（平成１４年９月５日付け国官技第１４２号）に基づく業務以外の場合は、この限りではな

い。 

    業務実績には、平成１２年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、

下請、出向又は派遣により行った業務実績も同種又は類似業務として認める。（照査技

術者としての実績は対象外） 

また、発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。 

 

    ［1］同種：国、都道府県、政令市、特殊法人等が発注した土木工事に関する発注者支援業務 

 

［2］類似： 

・地方公共団体（都道府県及び政令市を除く）、地方公社等、公益法人又は大規模

な土木工事を行う公益民間企業が発注した土木工事に関する発注者支援業務 

・国、地方公共団体、特殊法人等、地方公社等、公益法人又は大規模な土木工事を

行う公益民間企業が発注した公物管理補助業務（河川又は道路）、CM 業務、Ｐ

ＦＩ事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務（河川又は道路）の概略設計、

予備設計、詳細設計、土木工事の監理技術者 

 

   ３）手持ち業務量 

    配置予定管理技術者は、平成２２年４月１日現在の手持ち業務量（本業務を含まず、

特定後未契約のものを含む）が４億円未満かつ１０件未満であること。ただし、平成２２

年４月１日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等

において調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金

額を４億円未満から２億円未満に、件数を１０件未満から５件未満に読み替える。その上で、

配置予定管理技術者が手持ち業務量の制限を満たすことが確認できない場合には、九州地方

整備局競争契約入札心得（平成１９年１１月５日付け国九整契第３４１号）第６条第９号の

規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。 

また、本業務の履行期間中は管理技術者の手持ち業務量が契約金額で４億円未満、件数で

１０件未満（平成２２年４月１日現在での手持ち業務に、国土交通省の所管に係る建設コ

ンサルタント業務等で調査基準価格を下回る金額で落札したものがある場合には、契約金額

で２億円未満、件数で５件未満）を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を



 

 7 

報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当と認められ

る場合には、当該管理技術者を、以下の①から④までのすべての要件を満たす技術者に交代

させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務

の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。 

① 当該管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者 

② 当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者 

③ 当該管理技術者と同等以上の業務成績平均点を有する者 

④ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している予定管

理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者 

ただし、手持ち業務とは管理技術者又は主任技術者又は担当技術者として従事してい

る契約金額が５００万円以上の国土交通省以外の発注者（国内外を問わず）のものを含

んだ全ての業務をいう。 

   ４）技術資料の記載内容 

    競争参加資格確認申請書に添付する技術資料等において、内容が殆ど記載されていな   

い、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。 

 

３．総合評価落札方式に関する事項 

 （１）落札者を決定するための基準 

     入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、

下記（２）総合評価の方法によって得られた数値（以下「評価値」という。）の最も高い

者を落札者とする。 

   １）入札価格が予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で

あること。なお、予定価格は、設計図書に基づき算出するものとする。 

    ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が１，０００万円を超える請負契

約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容

に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結

することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると

認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評

価値が最も高い者を落札者とすることがある。 

２）落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合

は、予決令第 86 条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。 

３）本業務が、予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約がなされた場合

において、下記対策の対象となる。 

   ・業務成績が７０点未満は、企業及び技術者の実績として認めない。 

４）上記において、評価値が最も高い者が２名以上あるときは、当該者にくじを引かせ

て落札者を決める。 
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 （２）総合評価の方法 

    １）評価値の算出方法 

     評価値の算出方法は、以下のとおりとする。 

      評価値＝価格評価点＋技術評価点 

   ２）価格評価点の算出方法 

     価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 

      価格評価点＝(価格評価点の配分点）×（１－入札価格／予定価格） 

      価格評価点の配分点は３０点とする。 

      ３）技術評価点の算出方法 

          技術資料の内容に応じ、下記①、②、③の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を

与える。 

     なお、技術評価点の満点は６０点とする。 

      ①予定技術者の経験及び能力 

      ②実施方針等 

            ③評価テーマに対する技術提案 

       技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 

      技術評価点＝（技術評価点の満点）×（技術評価の得点合計／技術評価の配点合

計） 

   ４）技術評価点における評価基準 ※詳細は入札説明書による 

    ①配置予定管理技術者 

     ・資格 

          ・専門技術力（同種及び類似業務の内容） 

          ・情報収集力 

        ②実施方針等（業務の理解度・実施手順） 

    ③評価テーマに対する技術提案 

      ５）総合評価は入札者の申し込みに係る上記４）①、②、③により得られた技術評価点

と当該入札者から求められる価格評価点の合計値（評価値）をもって行う。 

 

４．入札手続等 

 （１）担当部局 

      〒870-0820 大分県大分市西大道一丁目１－７１ 

     九州地方整備局 大分河川国道事務所 経理課 契約指導係   

     電話   097-546-1319 

     ＦＡＸ  097-546-4149 

 （２）入札説明書の交付期間、場所及び方法 
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入札説明書は、電子入札システム又は九州地方整備局のホームページから入手するも

のとする。なお、インターネットに接続できない場合は、下記 4)でも交付する。 

        入手方法： 

1)電子入札ｼｽﾃﾑにより入手 

運用及び操作の詳細については以下のアドレスを参照のこと。 

          アドレス：http://www.e-bisc.go.jp/download/ 

2)ホームページによる入手 

九州地方整備局ホームページの「専門的な情報／入札・契約情報／平成 22 年度行

政補助業務（発注者支援業務等）」で入手可能（ｱﾄﾞﾚｽ http://www.qsr.mlit.go.jp/） 

     3)交付期間 

平成２２年１月１９日（火）から平成２２年３月１０日（水）までのうち、閉庁

日を除く毎日９：００から１７：００までとする。 

     4)交付の担当部局 

下記①に電話又はＦＡＸにより申し込むこと。ただし、ＦＡＸによる場合は、着信確

認を行うこと。 

       ①申し込み先：上記（１）と同じ。 

        ②受付方法 ：交付期間内に必着で、切手を添付した返信用封筒及びＣＤ等を同封し、

上記（１） へ郵送すること。ＣＤ等に複製したものを折り返し郵送

する。 

 （３）競争参加資格確認申請書を提出できる者の範囲 

    ２．（１）の条件を満たす者であること。 

 （４）競争参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法 

    平成２２年１月１９日（火）から平成２２年２月４日（木）１７：００までに電子入

札システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得て持参あるいは郵送（書留

郵便等の配達の記録が残るものに限る）する場合は、平成２２年２月４日（木）１７：

００までに上記（１）に必着とする。  

 （５）ヒアリング 

   1)以下のとおりヒアリングを行う。 

    ①実施場所：九州地方整備局 大分河川国道事務所 別館２階 第３会議室 

    ②実施期間：平成２２年２月８日（月）～平成２２年２月１２日（金） 

    ③ヒアリングの時間は別途通知する。 

    ④出席者：配置予定管理技術者 

      2)ヒアリングでは技術資料に記載された以下の事項について質疑応答を行う。 

    ①配置予定管理技術者の経歴について 

    ②配置予定管理技術者の業務実績について 

    ③取り組み姿勢（業務の着眼点・実施方針）について 
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    ④評価テーマについて 

      3)ヒアリング時の追加資料は受理しない。 

    4)提出される技術資料等において内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できな

い場合はヒアリングを実施しない。 

 （６）競争参加資格確認の通知日 

    競争参加資格の有無の通知は平成２２年３月１日（月）を予定する。 

 （７）入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

    入札は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙   

により持参すること。 

      ・電子入札システムによる入札の締め切りは、平成２２年３月１０日（水）１７：００ 

   ・紙により持参の場合は、平成２２年３月１０日（水）１７：００ 

      ・開札は、平成２２年３月１１日（木）９：１５ 

 

      〒870-0820 大分県大分市西大道一丁目１－７１ 

     九州地方整備局 大分河川国道事務所 入札室にて行う。 

 

５．その他 

 （１）手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

 （２）入札保証金及び契約保証金 

      1)入札保証金 免除  

   2)契約保証金 免除  

 （３）入札の無効  

    本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書に虚偽の   

記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

 （４）手続における交渉の有無 無 

 （５）契約書作成の要否 要 

    なお、本業務において提出された技術提案について、提案内容として採用したもの    

については契約書特約事項として添付する。 

 （６）関連情報を入手するための照会窓口 上記４.（１）に同じ。 

  （７）本案件は、資料提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、対応についての

詳細は入札説明書による。 

  （８）本業務を受注した者及び本業務を受注した者と資本面・人事面で関係がある者は平成    

２２年度に入札手続きを行う当該事務所発注工事に参加してはならない。また、本業務

の担当技術者の出向・派遣元及び出向・派遣元と資本面・人事面で関係のある者は、平

成２２年度に入札手続きを行う当該事務所発注工事に参加してはならない。なお、「工

事に参加」とは、当該工事の入札に参加すること、当該工事の下請けとしての参加をい
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う。 

   ・資本面・人事面で関係があるとは、２．（２）１）に記載している内容と同じである。 

（９）直接的雇用関係 

配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中に本業務の受注者と直接的雇用関係がある

こと。ただし、在籍出向者及び派遣社員は直接的雇用関係に該当しない。 

（１０）本業務にかかる契約締結は、平成２２年４月１日とするが、当該業務にかかる平成

２２年度予算成立が４月２日以降となった場合は、予算成立日とする。また、暫定予

算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の計上とするが、全額計

上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。     

（１１）九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における平成２１・２２年度土木関係建設

コンサルタント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者も

競争参加資格確認申請書を提出することができる。この場合において、２．（１）１）

①及び③から⑤、２．（２）から２．（３）までに掲げる事項を満たしているときは、

開札の時において２．（１）１）②若しくは２．（１）２）に掲げる事項を満たして

いることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受

けたものが競争に参加するためには、開札時において２．（１）１）②若しくは２．

（１）２）に掲げる事項を満たしていなければならない。 

（１２）詳細は入札説明書による。 
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平成２２年度大分河川国道事務所管内積算技術業務説明書 
 

 

 九州地方整備局大分河川国道事務所の平成２２年度大分河川国道事務所管内積算技術業務に係わ

る入札公告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く））に基づく一般競争入

札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

※本業務は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務

である。 

 

１．公告日 平成２２年１月１９日（火） 

 

２．契約担当官等 

  分任支出負担行為担当官   

   九州地方整備局 大分河川国道事務所長 谷村 昌史 

      大分県大分市西大道一丁目１－７１  

 

３．業務概要 

 （１）業 務 名 平成２２年度大分河川国道事務所管内積算技術業務（電子入札対象案件） 

 （２）業務目的 

 本業務は、大分河川国道事務所において適切な工事の発注を確保すると共に、必要な設計

図書及び積算関連資料の作成等を目的とする。 

 （３）業務の内容 

本業務は、公共工事の発注のための積算を行なうにあたり必要となる施工方法の検討や特記

仕様書（案）等の作成を行うものである。 

    なお、本業務を実施するにあたっては、公共工事に関する専門的な技術力を駆使して、現場

の状況を的確に把握し、現場環境に合った施工方法等を検討する必要がある。また、発注者の

要請に対して的確かつ迅速に対応するとともに、工事の進捗状況に応じた臨機な対応や不測の

事態に対して即応できることが求められる。更に、法令遵守や厳格な守秘義務の確保が求めら

れるものである。 

    業務内容は、以下のとおりである。 

1)施工方法に関する検討 

      工事の種類や現場環境を十分踏まえた上で施工方法等の検討を行い、現場状況に最も適

した提案を行うものである。提案を行うにあたっては、設計指針及び設計基準等を適切に

活用するとともに、発注者と十分な調整を行いながら随時見直しを行うものとする。 

なお、主な検討項目は以下のとおりである。 

     ①施工機械の組み合わせ等の施工方法の検討 
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     ②仮（架）設計画の検討 

     ③仮（架）設日数の検討 

     ④土砂掘削、土砂の流用、仮置き、残土処理計画等の検討 

     ⑤工程計画の検討 

     ⑥現地調査を踏まえた交通誘導員の配置等安全対策の検討 

  2)現地の調査 

    工事の種類や現場環境に即した工事の積算を実施するために、積算に必要となる施工場

所及びその周辺の状況を調査し、整理・分析のうえ取りまとめる。 

なお、主な調査項目は以下のとおりである。 

       ①周辺構造物（建物・橋梁・路上施設等の地上構造物等） 

       ②地下埋設物（ガス、上下水道、電力及び通信ケーブル等の地下埋設物） 

       ③周辺環境（土質状況、地下水の状況等） 

3)特記仕様書（案）の検討 

      工事の種類、現場環境を踏まえ、設定した施工方法等を、現場において施工するにあた

り必要となる諸条件等を明示した特記仕様書（案）を作成する。なお、作成にあたっては

関係する設計基準、設計指針等に照らし合わせ行うものとする。 

4)図面及び数量計算書の策定 

      設計基準等の諸基準に基づき、工事設計図書として必要となる工事発注図面、工事数量

総括表（数量計算書）を作成する。なお、工事数量総括表（数量計算書）は積算基準書に

基づく工事工種体系にそって、作成するものとする。 

5)機労材に関する検討  

      積算において用いる機労材について、工事の種類や現場環境等を踏まえ検討する。なお、

主な検討項目は以下のとおりである。 

       ①使用材料の単価設定 

       物価資料等による使用材料の単価設定を行うこととする。 

なお、物価資料等に記載のない資材については、見積もりを行うための資料として名

称・仕様・規格及び数量の整理を実施することとする。 

       ②積算入力条件の設定 

土木工事標準積算基準書等に基づく積算入力条件の設定を行うこととする。  

       なお、標準歩掛適用外工種については、歩掛見積もりを行うための 資料整理を実施す

ることとする。 

  6)積算データ及び積算書（素案）の分析・整理 

      上記、2)～5)により土木工事標準積算基準書に基づき積算データの分析・整理を行う。 

また、積算データを基に土木工事標準積算基準書等の積算基準を用い、積算書（素案）

を策定する。なお、これらの内容についての妥当性の確認も行うものとする。 

 （４）本業務において、技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。 
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① 現場環境の把握手法及び、経済性・安全性を踏まえた適切な施工のための提案につい  

  て 

② 違算防止のための提案について 

（５）履行期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

     ただし、業務開始日は平成２２年４月６日とするが、平成２２年４月１日から平成

２２年４月６日までの間に開始可能となった場合は、協議するものとする。 

（６）主たる部分 

    本業務における「主たる部分」は発注者支援業務共通仕様書第１０１６条第１項に示 

すとおりとする。 

 （７）再委託の禁止 

    本業務について、主たる部分の再委託は認めない。 

 （８）成果品 

    成果品は以下のとおりとする。 

    ・打合せ記録簿  １式 

        ・業務実施報告書 １式 

 （９）本業務は、入札前に業務計画等に関する技術資料を受け付け、価格以外の要素と入札価格

を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。 

（１０）本業務は資料の提出及び入札を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入

札システムによりがたい場合は、九州地方整備局電子入札運用基準の様式１を分任支出負

担行為担当官に提出し、その承諾を得なければならない。この場合、書面を持参又は郵送

等により提出するものとし、電送（ファクシミリ）によるものは受け付けない。 

九 州 地 方 整 備 局 電 子 入 札 運 用 基 準 は 、 九 州 地 方 整 備 局 の ホ ー ム ペ ー ジ

(http://www.qsr.mlit.go.jp)の入札・契約情報よりダウンロードできる。 

なお、様式１の提出先は４．に同じ。 

（１１）本業務は「低価格受注業務がある場合における予定管理技術者の手持ち業務量の制限等」

の試行業務である。 

 （１２）本業務の仕様書(案)は別添のとおりである。 

  

４．担当部局 

  九州地方整備局大分河川国道事務所経理課契約指導係 

住所 〒８７０－０８２０    

大分県大分市西大道一丁目１－７１ 

ＴＥＬ   ０９７-５４６-１３１９ 

ＦＡＸ   ０９７-５４６-４１４９ 

 

５．競争参加資格 
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（１）競争参加資格確認申請書の提出者に要求される資格 

  １）単体企業 

   ①予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者

であること。 

②九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における平成２１・２２年度土木関係コンサルタ

ント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること。（２４．（１５）

参照） 

③九州地方整備局長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でな

いこと。 

④警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずるものとし

て、国土交通省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

⑤入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。     

    1)資本関係 

     以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社または子会社の一方が更生     

会社または更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

     (1)親会社と子会社の関係にある場合 

     (2)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

    2)人的関係 

     以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし(1)については、会社の一方が更生    

会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

     (1)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

     (2)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

    その他上記1)又は 2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

  ２）設計共同体 

５．（１）１）①～④に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であ

って、「競争参加者の資格に関する公示」（平成２２年１月１９日付け九州地方整備局長）

に示すところにより、九州地方整備局長から平成２２年度大分河川国道事務所管内積算技術

業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格（以下「設計共同体としての資格」とい

う。）の認定を受けているものであること。 

なお、「３．（３）業務の内容」の１）～６）の業務区分をさらに分割して業務の分

担を行う業務形態を予定している場合は、設計共同体としての競争参加者の資格は認定

されない。 

また、設計共同体を構成する者とこの入札に参加しようとする他の者の間に以下の基

準のいずれかに該当する関係がないこと。     

   1)資本関係 
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    以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社または子会社の一方が

更生会社または更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

     (1)親会社と子会社の関係にある場合 

     (2)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

   2)人的関係 

    以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし(1)については、会社の一方が更

生会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

     (1)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

     (2)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

   3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

    その他上記 1)又は 2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる

場合。 

 

６．競争参加資格確認申請書の提出者に関する要件 

  （１）中立公平性に関する要件 

   ・本業務の履行期間中に工期がある当該事務所発注工事に参加している者及びその発     

注工事に参加している者と資本面・人事面で関係がある者は、本業務の入札に参加できな

い。 

・発注工事に参加とは、当該工事を受注していること、当該工事の下請けをしていることを

いう。 

   ・資本面・人事面で関係があるとは、次の 1)又は 2)に該当するものをいう。 

    1)一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有     

し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている場合。 

    2)一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社の代表権を有する役員を兼ねて        

いる場合。 

     

 （２）業務実施体制に関する要件 

   ・競争参加資格確認申請書を提出する者は、九州地方整備局管内に業務拠点(予定管理技術者

が恒常的に常駐し業務を行うところ）を有するものであること。 

   ・業務の主たる部分を再委託するものでないこと。 

・業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。 

 

 （３）業務実績に関する要件 

   ・競争参加資格確認申請書を提出する者は、平成１２年度以降に完了した以下に示す業務（平

成２１年度完了予定も対象に含む）において、１件以上の実績を有すること。設計共同体

の場合は、全ての構成員が平成１２年度以降に完了した以下に示す業務（平成２１年
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度完了予定も対象に含む）において、１件以上の実績を有すること。 

なお、実績として挙げた業務の業務成績が６０点以上であること。ただし、評定通知を

受けていないため業務成績を評価できない場合、又は「地方整備局委託業務等成績評定要

領」（平成１４年９月５日付け国官技第１４２号）に基づく業務以外の場合は、この限り

ではない。また、他の機関等が受注した業務に技術者を出向又は派遣させた実績は認

めない。 

         

    業務：国、特殊法人等（注１）、地方公共団体（注２）、地方公社等（注３）公益法人（注

４）、または大規模な土木工事を行う公益民間企業（注５）が発注した発注者支援業

務、公物管理業務(河川又は道路)、ＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務、

土木設計業務(河川又は道路)、調査検討・計画策定業務(河川又は道路)、管理施設

調査・運用・点検業務(河川又は道路)、測量業務、地質調査業務。 

 

 注１）特殊法人等は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令

第一条に示す、関西国際空港(株)、首都高速道路(株)、中日本高速道路(株)、

成田国際空港(株)、西日本高速道路(株)、日本環境安全事業(株)、阪神高速

道路(株)、東日本高速道路(株)、本州四国連絡高速道路(株)、日本中央競馬

会、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人沖縄科学技術研究基

盤整備機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人空港周辺整備機

構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政法人国際協力機構、

独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行

政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政

法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人雇用・能力開

発機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人情報通信研究機構、

独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備

支援機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学生支援機構、独

立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独

立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振

興センター、独立行政法人日本万国博覧会記念機構、独立行政法人水資源機

構及び独立行政法人労働者健康福祉機構とする。（日本道路公団など同条に規

定する法人の組織改編前の法人含む） 

       注２）地方公共団体とは地方自治法第１条の３に規定する普通地方公共団体（都道

府県、市町村）及び特別地方公共団体（地方公共団体の組合、財産区、及び

地方開発事業団）とする。 

 注３）地方公社等とは、地方道路公社法に基づく道路公社、公有地の拡大の推進に

関する法律に基づき都道府県が設置した「土地開発公社」、地方住宅供給公社
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法に基づき都道府県が設立した「住宅供給公社」とする。 

 注４）公益法人等は、次のものをいう。 

一 公益法人とは、一般社団法人又は一般財団法人に関する法律に基づき設立さ

れた一般社団法人又は一般財団法人、及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人と

する。 

二 旧民法第３４条の規定により設立された社団法人又は財団法人であって、平

成２０年１２月１日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登記を

していない法人（特例社団法人又は特例財団法人） 

       注５）大規模な土木工事を行う公益民間企業とは、鉄道会社、空港会社、道路会社、

電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、電気通信会社をいう。 

       注６）各業務の具体は、別紙－１「発注者支援業務等（発注者支援・公物管理）の

業務実績一覧」による。 

               

（４）配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。 

    1)配置予定管理技術者の資格等 

     以下のいずれかの資格等を有するもの 

・技術士（総合技術監理部門（建設）又は建設部門） 

・土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者又は土木学会１級技術者 

・１級土木施工管理技士 

・ＲＣＣＭ（シビルコンサルティングマネージャー）またはＲＣＣＭと同等の能力を有

する者（注１）(技術士部門と同様の部門に限る） 

・（社）全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者（Ⅰ）または公共工事品質確

保技術者（Ⅱ） 

・公共工事品質確保技術者資格認定委員会委員長が認定したⅠ種公共工事品質確保技術者

またはⅡ種公共工事品質確保技術者、その他これに準ずると発注者が認める者（注２） 

注１）「ＲＣＣＭと同等の能力を有する者」とは、ＲＣＣＭ試験に合格しているが

転職等により登録ができない立場にいる者  

注２）「その他これに準ずると発注者が認める者」とは以下のとおり 

 ・公共工事の品質確保の促進に関する北海道連絡協議会が認定した発注者支援業

務技術者ⅠまたはⅡ 

 ・東北地方公共工事品質確保促進協議会会長が認定した支援管理技術者Ⅰまたは

Ⅱ 

 ・関東地方整備局長が委嘱した公共工事品質確保技術者 

 ・公共工事の発注者責任協議会会長が認定した支援技術者Ⅰ種またはⅡ種 

 ・推進協議会委員長が認定した発注者支援技術者Ⅰ種またはⅡ種 
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 ・近畿地方公共工事品質確保推進協議会が認定した支援管理技術者ⅠまたはⅡ 

 ・中国地方整備局長が認定した支援業務技術者Ⅰ種またはⅡ種 

 ・四国地方公共工事品質確保推進協議会が認定した支援技術者Ⅰ種またはⅡ種 

 ・沖縄地方公共工事品質確保等推進協議会が認定したⅠ種支援技術者またはⅡ種

支援技術者 

 

※ 外国資格を有する技術者（わが国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場

が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。）については、あ

らかじめ技術士相当又はＲＣＣＭ相当との国土交通大臣認定（総合政策局建設市場

整備課）を受けている必要がある。 

        なお、競争参加資格確認申請書の提出期限までに当該認定を受けていない場合に

も競争参加資格確認申請書を提出することができるが、この場合、競争参加資格確

認申請書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参

加資格の認定を受けるためには競争参加資格確認結果の通知日までに大臣認定を受

け、認定書の写しを提出しなければならない。競争参加資格確認結果の通知日は平

成２２年３月１日（月）を予定している。 

 

    2)配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務の実績 

      配置予定管理技術者は、平成１２年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務（平

成２１年度完了予定も対象に含む）において、１件以上の実績を有すること。 

なお、実績として挙げた業務の業務成績が６０点以上であること。ただし、評定通知

を受けていないため業務成績を評価できない場合、又は「地方整備局委託業務等成績評

定要領」（平成１４年９月５日付け国官技第１４２号）に基づく業務以外の場合は、この

限りではない。 

業務実績には、平成１２年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験のほ

か、下請、出向又は派遣により行った業務実績も同種又は類似業務として認める。（照査

技術者としての実績は対象外） 

また、発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。 

         

［1］同種：国、都道府県、政令市、特殊法人等（注１）が発注した土木工事に関する発

注者支援業務 

［2］類似： 

・地方公共団体（注２）（都道府県及び政令市を除く）、地方公社等（注３）、公

益法人（注４）又は大規模な土木工事を行う公益民間企業（注５）が発注し

た土木工事に関する発注者支援業務 

・国、地方公共団体（注２）、特殊法人等、地方公社等（注３）、公益法人（注
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４）又は大規模な土木工事を行う公益民間企業（注５）が発注した公物管理

補助業務（河川又は道路）、ＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務、

土木設計業務（河川又は道路）の概略設計，予備設計，詳細設計、土木工事

の監理技術者 

 

注１）特殊法人等は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施

行令第１条に示す、関西国際空港(株)、首都高速道路(株)、中日本高速道

路(株)、成田国際空港(株)、西日本高速道路(株)、日本環境安全事業(株)、

阪神高速道路(株)、東日本高速道路(株)、本州四国連絡高速道路(株)、日

本中央競馬会、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人沖縄科

学技術研究基盤整備機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人

空港周辺整備機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政法

人国際協力機構、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専

門学校機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教

育振興機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独

立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立

行政法人情報通信研究機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行

政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独

立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行

政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返

済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本万国

博覧会記念機構、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人労働者健康福

祉機構とする。（日本道路公団など同条に規定する法人の組織改編前の法人

含む） 

注２）地方公共団体とは地方自治法第１条の３に規定する普通地方公共団体（都

道府県、市町村）及び特別地方公共団体（地方公共団体の組合、財産区、

及び地方開発事業団）とする。 

注３）地方公社等とは、地方道路公社法に基づく道路公社、公有地の拡大の推

進に関する法律に基づき都道府県が設置した「土地開発公社」、地方住宅供

給公社法に基づき都道府県が設立した「住宅供給公社」とする。 

注４））公益法人等とは、次のものをいう。 

一 公益法人とは、一般社団法人又は一般財団法人に関する法律に基づき設立

された一般社団法人又は一般財団、及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人

とする。 

二 旧民法第３４条の規定により設立された社団法人又は財団法人であって、
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平成２０年１２月１日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登

記をしていない法人（特例社団法人又は特例財団法人） 

注５）大規模な土木工事を行う公益民間企業とは、鉄道会社、空港会社、道路

会社、電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、電気通信会社をいう。 

注６）同種又は類似業務に示す各業務の具体は、別紙－１「発注者支援業務等

（発注者支援・公物管理）の業務実績一覧」による。 

      

    3)手持ち業務量 

     配置予定管理技術者は、平成２２年４月１日現在の手持ち業務量（本業務を含まず、

特定後未契約のものを含む）が４億円未満かつ１０件未満であること。ただし、平成２２

年４月１日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務

等において調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契

約金額を４億円未満から２億円未満に、件数を１０件未満から５件未満に読み替える。そ

の上で、予定管理技術者が手持ち業務量の制限を満たすことが確認できない場合には、九

州地方整備局競争契約入札心得（平成１９年１１月５日付け国九整契第３４１号）第６条

第９号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするも

のとする。 

また、本業務の履行期間中は管理技術者の手持ち業務量が契約金額で４億円未満、件数で

１０件未満（平成２２年４月１日現在での手持ち業務に、国土交通省の所管に係る建設コ

ンサルタント業務等で調査基準価格を下回る金額で落札したものがある場合には、契約金額

で２億円未満、件数で５件未満）を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を

報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当と認められ

る場合には、当該管理技術者を、以下の①から④までのすべての要件を満たす技術者に交代

させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務

の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。 

① 当該管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者 

② 当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者 

③ 当該管理技術者と同等以上の業務成績平均点を有する者 

④ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している予定管

理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者 

ただし、手持ち業務とは管理技術者又は主任技術者又は担当技術者として従事している

契約金額が５００万円以上の国土交通省以外の発注者（国内外を問わず）のものを含ん

だ全ての業務をいう。 

 

（５）技術資料に関する要件 

技術資料が以下に該当しないこと。 
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1)技術提案の提出が無い場合や内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合。 

2)業務目的に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容である場合。 

3)実施方針と技術提案を求める項目の提案に矛盾等があり、整合性が図れていない場合。 

（６）ヒアリング内容に関する要件 

ヒアリング内容が以下に該当しないこと。 

1)技術者自身の業務実績について説明できない等自ら主体的に携わったことが認められない

場合。 

2)本業務の目的、内容又は技術提案の内容を理解していない場合。 

3)質問に対する回答が全くない、若しくは回答が著しく不適切な場合。 

 

７．競争参加資格確認申請書の提出等 

  本競争の参加希望者は、次に従い、競争参加資格確認申請書を提出しなければならない。 

  分任支出負担行為担当官は、競争参加資格確認申請書を提出した者の中から競争入札に参加す

る者を電子入札システムにより通知する。ただし、書面により競争参加資格確認申請書を提出し

た場合は、書面で通知する。 

    なお、競争参加資格確認申請書を提出することができる者は、競争参加資格確認申請書を提出

する時において、５．に掲げる条件を満たす者とし、提出期間内に競争参加確認申請書が提出場

所に到達しなかった場合は、本競争に参加することはできない。 

 

（１）提出方法 

1)電子入札対応の場合 

電子入札システムにより提出。ただし、容量が３ＭＢを超える場合、または発注者が郵送

または持参での提出を求めた場合、郵送（書留郵便に限る。提出期限までに必着。）または、

持参によるものとする。 

2)発注者の承諾を得て紙入札方式により提出する場合。 

郵送（書留郵便に限る。提出期限までに必着。）または、持参によるものとする。 

（２）電子入札システムで提出する場合の注意事項： 

電子入札システムにより提出する場合は、配布された様式で作成するものとし、必要な書

類は、MS-WORD（拡張子：＊．doc）、一太郎（拡張子：＊．jaw、＊．jbw、＊．jfw、＊．jtd）、

Excel2002、PDF 形式で作成すること（複数のファイルで提出可。）。契約書などの印がついて

いるものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。各種ファイルを圧縮（ＬＺＨ形

式に限る。）したものを提出可能である。 

また、３ＭＢまでのファイルを添付できるようになっているが、ファイル容量が３ＭＢを

超える場合は、全ての書類を郵送（書留郵便に限る。提出期限までに必着。）もしくは持参に

より提出すること。 

この場合、必要書類１式を郵送または持参するものとし、電子入札システムでの提出との

分割は認めない。 

郵送する際は、表封筒に「『平成２２年度大分河川国道事務所管内積算技術業務』に係る競

争参加資格確認申請書資料在中」と明記する。また、電子入札システムにより、下記の内容

を記載した書面（別紙―２）を送信すること。 

１）郵送（持参）する旨の表示 
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２）郵送（持参）する書類の目録 

３）郵送（持参）する書類のページ数 

４）発送（持参）年月日 

（３）発注者の承諾を得て紙入札方式による場合 

持参により提出する。紙入札方式で参加しようとする場合は、九州地方整備局電子入札運

用基準の様式１を発注者に提出し、承諾を得なければならない。この場合、書面を持参また

は郵送（書留郵便に限る。提出期限までに必着。）により提出するものとし、電送（ファクシ

ミリ）によるものは受け付けない。 

なお、九州地方整備局の入札運用基準は、九州地方整備局のホームページ

（http://www.qsr.mlit.go.jp/）の入札・契約情報よりダウンロードできる。 

 

（４）提出先 ：４．に同じ 

 

（５）提出期限：平成２２年２月４日（木）１７：００まで 

 

 （６）競争参加資格確認申請書の作成及び記載上の留意事項 

    1)競争参加資格確認申請書内容の留意事項 

     競争参加資格確認申請書について、記載された事項以外の内容を含む申請書、又は書面

及び書式に示された条件に適合しない資料等については申請書を無効とする場合があるの

で注意すること。 

     なお、競争参加資格確認申請書の様式は、別添－１の様式１～１０（Ａ４版）に示され

るとおりである。 

 

記 載 事 項 内 容 に 関 す る 留 意 事 項 

企業の業務実績 ・競争参加資格確認申請書の提出者が過去に受注した業務実績につ

いて記載する。 

・６．（３）に規定する業務に関する実績を対象とする。 

・平成１２年度以降に完了した業務とし、平成２１年度完了予定の業

務も対象とする。 

・設計共同体による参加の場合は、代表者及び構成員のそれぞれの業

務実績を記載すること。 

・記載する件数は１件とする。なお、設計共同体による参加の場合は、

構成員毎に１件記載すること。 

・記載様式は様式－２とし、１枚以内に記載する。なお、設計共同体

による参加の場合は、構成員毎に１枚以内で記載すること。 
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配置予定管理技術者

の経歴等 

・配置予定の管理技術者について、資格・業務経験等について記載す

る。保有資格の資格証等の写しを添付すること。 

・手持ち業務は平成２２年４月１日現在、国土交通省以外の発注者（

国内外を問わず）のものも含めて全て記載する。 

手持ち業務とは管理技術者又は主任技術者又は担当技術者となって

いる 500 万円以上の業務（本業務は含まない。）とし、配置予定技術者

として特定された未契約業務がある場合は、手持ち業務の記載対象と

し業務名の後に「特定済」と明記し、参考見積金額を契約金額として

記載する。 

また、国土交通省発注業務において調査基準価格を下回る金額で落

札した業務は、業務名の先頭に【低】を付して記載すること。 

・「同種又は類似業務の実績」について、最大２件記載する。

平成１２年度以降に完了した業務とし、平成２１年度完了予定の 業

務も対象とする。 

・「大分河川国道事務所・周辺での同種又は類似業務の実績」について

１件記載する。平成１２年度以降に完了した業務とし、平成２１年度

完了予定の業務も対象とする。大分河川国道事務所発注業務に限らな

い。 

・上記「同種又は類似業務の実績」と「大分河川国道事務所・周辺で

の同種又は類似業務の実績」は重複して記載することが可能である。

・記載様式は様式－３とする。 

配置予定管理技術者

の同種又は類似業務

の実績 

・配置予定の管理技術者が過去に従事した「同種又は類似業務」の実

績について記載する。 

・平成１２年度以降に完了した業務とし、平成２１年度完了予定の 業

務も対象とする。 

・記載する件数は最大２件とする。 

・競争参加資格確認申請者以外が受託した業務実績を記載する場合は、

当該業務を受託した企業名を記載すること。 

・記載様式は様式－４とする。1 件につき１枚以内に記載する。    

配置予定管理技術者

の当該事務所・周辺

での同種又は類似業

務の実績 

・配置予定の管理技術者が過去に従事した大分河川国道事務所・周辺

での「同種又は類似業務」の実績について 1 件記載する。 

・平成１２年度以降に完了した業務とし、平成２１年度完了予定の業

務も対象とする。 

・大分河川国道事務所発注業務に限らない。 

・記載する件数は１件とする。 

・競争参加資格確認申請者以外が受託した業務実績を記載する場合は、
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当該業務を受託した企業名を記載すること。 

・記載様式は様式－５とする。１枚以内に記載する。 

 

業務実施体制(1) ・本業務の履行期間中に工期がある当該事務所発注工事に参加してい

る者及びその発注工事に参加している者と資本面・人事面で関係があ

る者でないことを証明する誓約書等の資料を提出すること。在籍出向

又は派遣契約による担当技術者を配置する予定である場合について

は、本業務の履行期間中に工期がある当該事務所発注工事に参加して

いる者及びその発注工事に参加している者と資本面・人事面で関係が

ない出向者又は派遣職員を配置する旨の誓約書等の資料を提出する

こと。記載様式は自由様式とする。 

・九州地方整備局管内の業務拠点について記載する。 

記載様式は様式－６とする。 

業務実施体制(2) ・配置予定の管理技術者を記載する。 

・配置予定担当技術者の総数を記載すること。 

・技術提案書の提出者以外の企業等に所属する者（在籍出向者又は派

遣社員）を配置予定担当技術者とする場合には、在籍出向者又は派遣

社員を配置する予定である旨、所属する企業名と企業毎の人数を記載

すること。 

・業務の分担について記載すること。ただし、業務の分担を行わない

場合には記載する必要はない。 

・他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は

学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、備考欄にそ

の旨を記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由（企業の技

術的特徴等）を記載すること。ただし、業務の主たる部分を再委託し

てはならない。 

・設計共同体による参加の場合は、分担業務の内容を記載するととも

に、備考欄に企業名及び人数を記載する。また、設計共同体における

「代表者」「その他の構成員」の何れかを記載する。 

・ 記載様式は様式－７とする。 
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実施方針 ・業務の実施体制について簡潔に記載すること。 

・記載様式は様式－８とし、Ａ４版１枚に記載すること。なお、文字

サイズは１０ポイント以上とし、極端にこれより小さい文字を使用し

ている場合は、評価対象外とすることがある。 

評価テーマ 

 

 

 

 

 

 

 

・入札説明書３．（４）に示した、評価テーマに対する取り組み方法を

具体的に記載すること。記載にあたっては、概念図、出典の明示でき

る図表、既往成果、現地写真を用いることに支障はないが、本件のた

めに作成したＣＧ、詳細図面等を用いることは認めない。 

・記載様式は様式－９とし、１テーマにつきＡ４版１枚に記載するこ

と。なお、文字サイズは１０ポイント以上とし、極端にこれより小さ

い文字を使用している場合は、評価対象外とすることがある。 

 

事故及び不誠実な行

為 

 

下記の期間に本業務の公示日が含まれる場合には評価を減ずる。 

①指名停止 

・九州地方整備局による「指名停止」の期間に「指名停止期間と同期

間（※１）」を加えた期間 

・九州７県（※２）の地方公共団体による「指名停止」の期間 

②書面による警告・注意 

・九州地方整備局による「書面による警告・注意」の通知日を含む 

１ヶ月間 

・九州７県（※２）の地方公共団体による「書面による警告・注意」

の通知日を含む１ヶ月間 

※１ 指名停止期間が１ヶ月に満たない場合は「１ヶ月」とする 

※２ 九州７県の地方公共団体とは、福岡県、佐賀県、長崎県、 

熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県。 

注） 地方公共団体の措置については、各地方公共団体が自ら発注し

た工事・業務それぞれに係る措置のみとする。 

・記載様式は様式－１０とする。 

 

     2)契約書等の写し 

業務の実績(企業要件)、又は同種又は類似の業務の実績(技術者要件)として記載した業務

に係る契約書の写しを提出すること。また、記載した業務に配置予定管理技術者が従事した

ことを証明する業務計画書の写しも併せて提出すること。ただし、当該業務が、財団法人日

本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス（TECRIS）」に登録され業務

の内容が確認出来ている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。 

発注者として従事した同種又は類似業務の経験を実績として挙げる場合は、経歴書等の資

料を提出すること。 

     3) 一般競争（指名競争）参加資格認定通知書等の写し 

平成２１・２２年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争（指名競争）参    
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加資格認定通知書の写しを提出すること。なお、平成２１・２２年度土木関係建設コンサル

タント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない場合は、平成２１・

２２年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格審査申請書

の様式①－１及び様式①－２の写しを提出すること。 

 

 （７）その他 

   競争参加資格確認申請書に関する問い合わせ先 

       ４．に同じ 

 

８．入札するために必要となる積算基準資料等の配布 

    本業務を入札するにあたり、必要となる積算基準は電子入札システムおよび下記の担当部局

において配布する。 

   （１）配布場所：４．と同じ。 

   （２）配布期間：平成２２年１月１９日（火）から平成２２年３月１０日（水） 

   （３）配布時間：上記（２）のうち土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日９：００から１７：

００まで事前に上記（１）に連絡すること 

     

９．競争参加資格確認の通知及び理由の説明 

  競争参加資格の有無の通知は平成２２年３月１日（月）を予定する。（以下の電子入札システム

による通知については、２４．（１３）参照） 

  あわせて、技術提案された内容について採用するものについて通知する。 

 

 （１）競争参加資格確認申請書を提出した者のうち競争参加資格がないものに対して、競争   

参加資格がなかった旨及び競争参加資格がない理由を電子入札システムにより通知する。    

ただし、紙入札方式による参加者に対しては書面により通知する。 

 （２）競争参加資格がない旨の通知を受けた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資

格がない理由について、次に従い説明を求めることができる。（様式は自由） 

     1)提出期限：競争参加資格がなかった旨の通知をした日の翌日から起算して５日（行政      

機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に規定する行政      

機関の休日を含まない。）後の１７時００分。 

     2)提出場所：４．に同じ 

     3)提出方法：書面は持参又は郵送（書留郵便等の配達記録の残るものに限る。提出期限まで

に必着。）することにより提出するものとし、ＦＡＸによるものは受け付けない。 

 （３）分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して５日

以内に説明を求めた者に対し書面により回答する。 
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１０．競争参加資格確認申請書及び積算基準資料等に対する質問の受付及び回答 

 （１）競争参加資格確認申請書及び積算基準資料等に対する質問がある場合においては、次に従

い、書面（様式は自由）により提出すること。 

   1)受領期間：①競争参加資格確認申請書に関する質問 

平成２２年１月２０日（水）から平成２２年１月２５日（月）まで 

         持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日９：００から

１７：００まで 

         ②積算基準資料等に関する質問 

平成２２年１月２０日（水）から平成２２年３月１日（月） 

         持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日９：００から

１７：００まで 

2)提出場所：４．に同じ 

   3)提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、書面を持参し、又は郵便（書留

郵便に限る。提出期限までに必着。）により提出することもできる。電送（ファクシミリ）に

よるものは受け付けない。なお、電子入札システムによる質問書の提出にあたっては、質問

事項のみを記入するものとし、質問書に会社名（過去に受注した具体的な業務名等の記載に

より、業者名が類推される場合も含む。）、連絡先等は一切記載しないこと。このような質問

があった場合には、その者の行った入札を無効とすることがある。 

 （２）質問に対する回答は、質問を受理した日から 7 日（行政機関の休日に関する法律（昭和６

３年法律第９１号）第 1 条に規定する休日（以下「休日」という。）を含まない。）以内に質

問者に対して電子入札システムにより回答する。ただし、書面により説明を求めた者には、

書面により回答する。そのほか下記のとおり閲覧に供する。 

   1)閲覧場所：４．に同じ 

   2)閲覧期間：回答の翌日から開札日の前日までの土曜日、日曜日を除く毎日９：００から１

７：００まで。 

 

１１．総合評価落札方式に関する事項 

  (１) 落札者を決定するための基準 

      入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下

記（２）総合評価の方法によって得られた数値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落

札者とする。 

    1)入札価格が予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で     

あること。なお、予定価格は、設計図書に基づき算出するものとする。 

      ただし、国の支払いの原因となる契約のうち予定価格が１，０００万円を超える請     

負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約     

の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契     
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約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適     

当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他     

の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 

2)落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、

予決令第 86 条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。 

3)本業務が、予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約がなされた場合にお

いて、下記対策の対象となる。 

  ・業務成績が７０点未満は、企業及び技術者の実績として認めない。 

4)上記において、評価値が最も高い者が２名以上あるときは、当該者にくじを引かせて落

札者を決める。 

 

 （２）総合評価の方法 

      1)評価値の算出方法 

     評価値の算出方法は、以下のとおりとする。 

      評価値＝価格評価点＋技術評価点 

    2)価格評価点の算出方法 

     価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 

      価格評価点＝(価格評価点の配分点）×（１－入札価格／予定価格） 

      価格評価点の配分点の満点は３０点とする。 

        3)技術評価点の算出方法 

          技術資料の内容に応じ、下記①、②、③の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与え

る。 

     なお、技術評価点の満点は６０点とする。 

      ①配置予定技術者の経験及び能力 

      ②実施方針等 

            ③評価テーマに対する技術提案 

       技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 

       技術評価点＝（技術評価点の満点）×（技術評価の得点合計／技術評価の配点合計）      

    4)技術評価点における評価基準  

    ①配置予定管理技術者 

     ・資格 

          ・専門技術力（同種及び類似業務の内容） 

          ・情報収集力 

        ②実施方針等（業務の理解度・実施手順） 

    ③評価テーマに対する技術提案 
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      5)総合評価は入札者の申し込みに係る上記 4)①、②、③により得られた技術評価点と当

該入札者から求められる価格評価点の合計値（評価値）をもって行う。 

 

 （３）技術評価の得点を算出するための基準 

    技術資料の内容について、以下の評価項目、判断基準並びに評価のウエイトは以下の   

とおりとする。 

評価の着目点 評 価 項

目 

 判断基準 

評 価 の

ウ エ イ

ト 

資格

要件 

技術

者資

格等

技 術 者 資 格

等、その専門

分野の内容 

下記の順位で評価する。 

① 以下のいずれかの資格を有するもの 

 ・ 技術士（建設部門又は総合技術監理部門（建

設）） 

 ・１級土木施工管理技士 

 ・土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者

又は土木学会１級技術者 

 ・（社）全日本建設技術協会による公共工事品質

確保技術者（Ⅰ）または公共工事品質確保技術

者（Ⅱ） 

 ・公共工事品質確保技術者資格認定委員会委員長

が認定したⅠ種公共工事品質確保技術者また

はⅡ種公共工事品質確保技術者、その他これに

準ずると発注者が認める者 

② 以下のいずれかの資格を有するもの 

・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者

（技術士部門と同様の部門に限る）  

①５ 

②３ 

配

置

予

定

管

理

技

術

者 

専門

技術

力 

業務

執行

技術

力 

平成 12 年度

以 降 の 同 種

又 は 類 似 業

務 の 実 績 の

内容 

下記の順位で評価する。 

① 同種業務の実績がある。 

② 類似業務の実績が２件以上ある。 

③ 類似業務の実績がある。 

 

①５ 

②３ 

③１ 

配 置 予

定 管 理

技 術 者

の 経 験

及 び 能

力 

 情報

収集

力 

地域

精通

度 

過去 10 年間

の 同 種 又 は

類 似 業 務 の

当 該 事 務

下記の順位で評価する。 

① 大分河川国道事務所管内における同種又は類似

業務実績がある。（本業務において管内とは、大

分市、別府市、中津市、日田市、豊後高田市、

①５ 

②３ 
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 所・周辺での

業務実績 

杵築市、宇佐市、由布市、国東市、姫島村、日

出町、九重町、玖珠町、豊後大野市、竹田市を

いう。） 

② 大分県内における同種又は類似業務実績があ

る。 

③ 上記に該当しない場合は加点しない。 

なお、大分河川国事務所道管内、又は大分県内にお

ける実績は発注機関を問わない。 

業務理解度 業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位

に評価する。 

１０ 実 施 方

針 

実施体制等  配置技術者の経験、資格、人員、代替要因の確保

など業務を遂行するうえで発注者の要請に対して

的確かつ迅速に対応でき、工事の進捗状況や不測の

事態等に対しても臨機に対応できる体制が確保さ

れているとともに、守秘性、中立・公平性を確保す

るための具体的な体制等が優れている場合に優位

に評価する。 

２０ 

評価テー

マⅠ 

現場環境の把握手

法及び、経済性・安

全性を踏まえた適

切な施工のための

提案について 

専門技術力を活用し、現場環境等（地形特性、周

辺環境等）を的確に把握するための具体的な手法に

優れている場合に優位に評価する。 

 また、現場環境等や工事の種類を考慮し、経済

性・安全性を踏まえた適切な施工計画や積算条件等

の設定における具体的な提案が優れている場合に

優位に評価する。 

 ２０ 評 価 テ

ー マ に

対 す る

技 術 提

案 

評価テー

マⅡ 

違算防止のための

提案について 

専門技術力を活用し、数量計算書の作成や積算デ

ータ及び積算書の分析・整理、積算データ入力にお

いて、実効性があり具体的な違算防止のための提案

が優れている場合に優位に評価する。 

 １５ 

事故及び不誠実な行為 下記の期間に本業務の公示日が含まれる場合には

評価を減ずる。 

①指名停止 

・九州地方整備局による「指名停止」の期間に「指

名停止期間と同期間（※１）」を加えた期間 

・九州７県（※２）の地方公共団体による「指名停

止」の期間 

②書面による警告・注意 

・九州地方整備局による「書面による警告・注意」

の通知日を含む 

①－８ 

②－４ 
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１ヶ月間 

・九州７県（※２）の地方公共団体による「書面に

よる警告・注意」の通知日を含む１ヶ月間 

※１ 指名停止期間が１ヶ月に満たない場合は「１

ヶ月」とする 

※２ 九州７県の地方公共団体とは、福岡県、佐賀

県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県。

 

注） 地方公共団体の措置については、各地方公

共団体が自ら発注した工事・業務それぞれに係る措

置のみとする。 

 

合 計（事故及び不誠実な行為を除く） ８０ 

 

 （４）技術資料に基づく業務 

   技術提案について、採用した提案内容を契約書特約事項として添付された内容に基づき、  

業務計画書作成及び実業務を行うものとする。 

   受注者の責により提案内容を満足する業務が行われない場合は、業務成績評定を減ずる  

等の措置を行う。 

 

１２. ヒアリング 

 （１）以下のとおりヒアリングを行う。 

        ①実施場所：九州地方整備局 大分河川国道事務所 別館２階 第３会議室 

        ②実施期間：平成２２年２月８日（月）～平成２２年２月１２日（金） 

        ③ヒアリングの時間は別途通知する。 

        ④出 席 者：配置予定管理技術者    

 （２）ヒアリングでは技術資料に記載された以下の事項について質疑応答を行う。 

        ①配置予定管理技術者の経歴について 

        ②配置予定管理技術者の業務実績について 

        ③取り組み姿勢（業務の着眼点・実施方針）について 

        ④評価テーマについて 

 （３）ヒアリング時の追加資料は受理しない。 

 （４）提出される競争参加資格確認申請書及び技術資料等において、競争参加資格があきらかに

無いと判断される場合、又は内容が殆ど記載されていない、提案内容が判断できない場合は

ヒアリングは実施しない。 

 

１３．入札及び開札の日時及び場所 
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 （１）締切日時 

   入札は、電子入札システムにより提出すること。ただし発注者の承諾を得た場合は紙により

持参すること。 

      1)電子入札システムによる入札締め切りは、平成２２年３月１０日（水）１７時００分      

   2)紙により持参の場合は、平成２２年３月１０日（水）１７時００分。 

 （２）開札日時 

     平成２２年３月１１日（木）９時１５分。 

      

 （３）場所：〒870-0820 大分県大分市西大道一丁目１－７１ 

        九州地方整備局 大分河川国道事務所 入札室 

        

１４．入札方法等 

 （１）入札は、電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札を認められた者は入札書

を持参することもできる。ＦＡＸ・郵送による入札は認めない。 

 （２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当の額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）

をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

 

１５．入札保証金及び契約保証金 

 （１）入札保証金 免除  

 （２）契約保証金  免除  

 

１６．開札 

開札は電子入札システムによるものとし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。た 

だし、紙入札方式による場合は、入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。 

  1 回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再

度入札を辞退した者として取り扱われる。 

 

１７．入札の無効 

  入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書に虚偽の記載を

した者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊九州地方整備局競争契約入札心得において示し

た条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としてい

た場合には落札決定を取り消す。  

   なお、競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において５．に掲げる資格の



 

 34 

ない者は、競争参加資格のない者に該当する。 

 

１８．総合評価落札方式における非落札の理由 

  総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札

者決定の公表を行った日の翌日から起算して５日（休日を含まない。）以内に、次により当職に対

して非落札理由について説明を求めることができる。 

  1)提出場所：４．に同じ 

  2)提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、当職の承諾を得た場合は、紙に

より提出場所に持参するものとする。 

  3)当職からの回答：説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起

算して 5 日（休日を含まない）以内に電子入札システムにより回答する。ただし、紙により

説明を求めた場合については書面により回答を行う。 

 

１９．手続における交渉の有無  無  

 

２０．契約書作成の要否等  

  九州地方整備局ホームページ(http://www.qsr.mlit.go.jp)の入札・契約情報の積算技術業務契

約書書式により、契約書を作成するものとする。 

なお、本業務において提出された技術提案について、提案内容として採用したものについては

契約書特約事項として添付する。 

 

２１．支払条件 

  前払金   無 

  部分払金  ３回以内 

 

２２．再苦情申立て 

  ９．（３）及び１８．3)の回答に不服がある者は、当該回答を受けた日の翌日から起算して７日

（休日を除く）以内に、書面により、九州地方整備局長に対して、再苦情の申立を行うことがで

きる。当該再苦情の申立については、入札監視委員会が審議を行う。 

〒８１２－００１３ 

 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－７（福岡第二合同庁舎７階） 

国土交通省九州地方整備局入札監視委員会事務局 

担当：主任監査官（内線２１１４）・総務部契約課（内線２５４６） 

電話：０９２－４７１－６３３１（代） 

（受付時間：休日を除く 毎日 ９：３０～１７：００）      

 

２３．関連情報を入手するための照会窓口 

   ４．に同じ。 
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２４．その他 

 （１）契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 （２）入札参加者は、別冊九州地方整備局競争契約入札心得及び別冊契約書案を熟読し、九州地

方整備局競争契約入札心得を遵守すること。 

  （３）競争参加資格確認申請書に虚偽の記載をした場合においては、競争参加資格確認申請   

書を無効とするとともに、指名停止を行うことがある。 

 （４）同種又は類似業務の実績については、我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建   

設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設   

コンサルタント等にあっては、我が国における同種又は類似業務の実績をもって判断す   

るものとする。 

（５）本業務を受注した者及び本業務を受注した者と資本面・人事面で関係がある者は、平成２

２年度に入札手続きを行う当該事務所発注工事に参加してはならない。また、本業務の担当

技術者の出向・派遣元及び出向・派遣元と資本面・人事面で関係がある者は、平成２２年度

に入札手続きを行う当該事務所発注工事に参加してはならない。 

なお、「工事に参加」とは、当該工事の入札に参加すること、当該工事の下請けとしての参 

加をいう。 

資本面・人事面で関係があるとは、６．（１）に記載している内容と同じである。 

 

 （６）直接的雇用関係 

配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中に本業務の受注者と直接的雇用関係があるこ

と。ただし、在籍出向者及び派遣社員は直接的雇用関係に該当しない。 

 （７）競争参加資格確認申請書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とす

る。 

 （８）提出された競争参加資格確認申請書は返却しない。なお、提出された競争参加資格確認申

請書は競争参加資格確認以外に提出者に無断で使用しない。 

  （９）競争参加資格確認申請書の提出後において、原則として競争参加資格確認申請書に記載し

た内容の変更を認めない。また、競争参加資格確認申請書に記載した予定技術者は、原則と

して変更できない。但し、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合に

は、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。 

 （10）電子入札システムは閉庁日を除く毎日、午前９時から午後６時まで稼働している。また、

稼働時間内でシステムをやむを得ず停止する場合、稼働時間を延長する場合は、電子入札施

設管理センターホームページ「ヘルプデスク」コーナーの「緊急連絡情報」で公開する。 

    電子入札施設管理センターホームページアドレス http://www.e-bisc.go.jp  

 （11）システム操作上の手引書としては、国土交通省発行の「電子入札準備手順書」を参考とす

ること。 
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      「電子入札準備手順書」は、電子入札施設管理センターホームページでも公開している。 

 （12）障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 

   ・システム操作・接続確認等の問い合わせ先 

     電子入札施設管理センターヘルプデスク TEL 03-3505-0514 

     電子入札施設管理センターホームページ http://www.e-bisc.go.jp 

     ・ＩＣカードの不具合等発生時の問い合わせ先 

          各民間認証局に問い合わせること。 

   ただし、参加表明書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、     

４．へ連絡すること。 

 （13）入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書

及び受付票を送信者に発行するので確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入

札手続に参加出来なくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。 

   ・競争参加資格確認申請書受信確認通知（電子入札システムから自動発行） 

   ・競争参加資格確認申請書受付表（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

   ・競争参加資格確認通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

     ・辞退届受信確認（電子入札システムから自動発行） 

     ・辞退届受付票 

   ・日時変更通知書 

   ・入札書受信確認（電子入札システムから自動発行） 

   ・入札書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

   ・入札締切通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

   ・落札者決定通知書（通知書を発行した旨を副次的にﾒｰﾙでも知らせる。） 

    ・決定通知書 

   ・保留通知書 

   ・取止め通知書 

 （14）本業務にかかる契約締結は、平成２２年４月１日とするが、当該業務にかかる平成２２年

度予算成立が４月２日以降となった場合は、予算成立日とする。また、暫定予算となった場

合、予算措置が全額計上されているときは全額の計上とするが、全額計上されていないとき

は全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。 

（15）九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における平成２１・２２年度土木関係建設コンサ

ルタント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者も本業務の競争

参加資格確認申請書を提出することができる。この場合において、５．（１）１）①及び③か

ら⑤、６．（１）から６．（６）までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時におい

て５．（１）１）②若しくは５．（１）２）に掲げる事項を満たしていることを条件と

して競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けたものが競争に参

加するためには、開札時において５．（１）１）②若しくは５．（１）２）に掲げる事
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項を満たしていなければならない。 

（16）本業務に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る平成２２年度本予算が成立し、予算示

達がなされることを条件とするものである。 
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【別紙-１】 発注者支援業務等（発注者支援・公物管理）の業務実績に定める業務の内容一覧 １／２

業務実績 対象業務 業務内容

◆積算技術業務
○積算に必要な現地調査、工事発注図面・数量総括表・数量計算書の作成、積算資料の作
成、積算データ入力のまでの一連の業務

◆技術審査業務 ○工事発注資料の作成から技術資料の分析・整理までの一連の業務

◆品質検査業務
○材料確認・段階確認等による設計図書との照合、工事検査等に立合、監督職員の補助を行
う業務

◆工事管理業務
○指示・地元調整等に必要な資料の作成、工事請負者から提出された資料と設計図書との照
合、工事の設計変更に必要な資料作成等を行う業務

◆河川巡視業務
○河川を巡視し、河川及び河川管理施設の状況、河川の占有又は利用状況等の適切な把握と
処理及び河川管理上必要な情報の収集を行う業務

◆河川許認可審査業務
○河川法に基づく各種申請書の受理・整理、河川台帳等の点検・修正・整備等、現地情報及び
資料の収集・整理等を行う業務

◆ダム管理支援業務 ○洪水調整機能を有するダムのダム管理業務

◆排水機場管理支援業務 ○関係機器の操作、日常点検・管理、及び排水機場全体の日常管理等を行う業務

◆道路巡回業務 ○落下物及び道路損傷の発見、道路施設の異常発見、不法占用の確認等を行う業務

◆道路許認可審査業務
○道路の不正使用、不法占用の指導取締、各種占用申請の審査・指導、境界確認申請審査・
現地立合、特殊車両申請の審査・指導取締のいずれかの補助業務

◆適正化指導業務
○道路の不正使用、不法占用の指導取締、各種占用申請の審査・指導、境界確認申請審査・
現地立合、特殊車両申請の審査・指導取締のいずれかの補助業務

CM業務 ○公共工事等の設計、発注、工事の各段階におけるコンストラクションマネジメント業務

PFI事業技術アドバイザリー業務 ○PFI事業の実施に関する技術アドバイザリー業務

◆予備設計 ○堤防・護岸設計、樋門・樋管設計、排水機場設計、特殊構造物設計、河川景観設計　等

◆詳細設計
○堰設計、水門設計、排水機場設計、堤防・護岸設計、樋門・樋管設計、床止め設計、特殊構
造物設計　等

◆概略設計 ○路線検討、道路概略設計、橋梁予備検討、トンネル予備検討　等

◆予備設計
○道路予備設計（中心線決定、用地幅決定）、橋梁予備設計、トンネル予備設計、道路構造物
予備設計、道路・橋梁景観設計　等

◆詳細設計 ○道路詳細設計、橋梁詳細設計、トンネル詳細設計、道路構造物詳細設計、補修設計　等

発注者支援業務

土木設計業務（道路）

土木設計業務（河川）

公物管理業務（河川）

公物管理業務（道路）

 
【別紙-１】 発注者支援業務等（発注者支援・公物管理）の業務実績に定める業務の内容一覧 ２／２

業務実績 対象業務 業務内容

◆調査検討業務
○利水計算、降雨解析、流量検討関係、治水経済調査、水理・土砂解析、水辺環境調査、耐震
調査、縦横断測量、水理計算プログラム開発、等

◆計画策定業務
○河道計画、防災システム、ハザードマップ、氾濫解析、利水計画、河川情報システム、環境ア
セスメント、河川環境整備計画関係、治水対策関係、治水経済調査、情報・防災系システム、河
川環境整備関係、広報資料作成、等

◆調査検討業務
○交通需要予測調査、地質基礎調査、設計用図化関係、点検関係、交通量観測、事業基礎調
査、パーソントリップ調査、公害系基礎調査、等

◆計画策定業務
○整備計画関係検討、環境アセスメント、都市計画策定関係検討・資料作成、事業説明資料作
成関係、情報化構想策定、防災ｱｾｽﾒﾝﾄ、地域防災計画関係、環境系計画関係、産業振興計
画、広報資料作成、等

◆管理施設調査業務 ○河川管理施設の現状把握、施設設置のための基礎調査等

◆管理施設運用業務 ○河川管理施設の操作要領、運用計画の作成等

◆管理施設点検業務 ○河川管理施設の点検

◆管理施設調査業務 ○舗装修繕計画、橋梁補修計画、防災対策、交通安全対策 等

◆管理施設運用業務 ○情報管理業務　等

◆管理施設点検業務 ○橋梁点検、防災点検、トンネル点検　等

◆測量作業
○基準点測量、水準測量、平板測量、路線測量、河川測量、深浅測量、用地測量、空中写真測
量　等

◆測量調査
○測量計画に関する測量調査、地図作成に関する測量調査、地域開発関連の測量調査、施設
管理関連の測量調査、防災関連の測量調査、環境解析に関する測量調査、工事施工に関する
測量調査、基礎測量調査　等

◆ボーリング調査 ○土質ボーリング、岩盤ボーリング、土質試験、解析等調査　等

◆地質調査
○弾性波探査、軟弱地盤技術解析、地すべり調査、水文・水質観測調査、トンネル変状調査、
ダム地質解析、地盤環境調査、液状化判定　等

測量業務

地質調査業務

調査検討・計画策定業務（河川）

調査検討・計画策定業務（道路）

管理施設調査・運用・点検業務
　　　　　　　　　　　　　　　　（河川）

管理施設調査・運用・点検業務
　　　　　　　　　　　　　　　　（道路）
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別紙－２

平成　　年　　月　　日

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　×××所長　　△△　△△　殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

　担当者

所属部署

氏名

＜電話＞

＜ＦＡＸ＞

　上記業務の競争参加資格確認申請書について、ファイル容量が３ＭＢを超えるため、一式書類を送付
致します。

１．書類の目録

２．書類のページ数

３．発送年月日

「◎◎業務」の競争参加資格確認申請書の提出について

 


